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審議会等の会議の公開等について（諮問） 

このことについて、伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）第２０条

第２項の規定により、下記のとおり貴審査会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

審議会等の会議の公開等について 

 

２ 諮問の趣旨 

審議会、協議会や委員会等（以下「審議会等」という。）は、伊勢崎市市民参加条例（平

成１８年伊勢崎市条例第１５号。以下「市民参加条例」という。）において、市民参加の方

法の一つとしている。 

市のさまざまな施策の意思形成において重要な役割を担っている審議会等の透明性及び

公開性の向上を図ることは、市政の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、市民

の市政に対する理解と信頼を深め、一層の市民参加の推進を図ることを目的とする情報公

開制度の進展に寄与するものである。 

そこで、審議会等の会議の公開等に関する指針を定め、市民参加条例第８条第４項に規

定する審議会等の会議公開の原則をより一層推進していきたいと考えているが、総合的な

情報公開の推進を図る観点から、その考え方について貴審査会の意見を求めるものである。 
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審議会等の会議の公開等に関する考え方 

 

１ 指針の目的 

審議会、協議会や委員会等（以下「審議会等」という。）の透明性の向上を図り、もって市

政の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、

一層の市民参加の推進を図るため、本指針を定めるものである。 

 

２ 対象となる審議会等 

⑴ 附属機関 

地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設

置する附属機関 

⑵ 市長が設置する附属機関に準ずる機関 

市長が附属機関に準ずる機関として、規則又は要綱等に基づき設置するもので、次に掲げ

る以外のもの 

ア 市民団体、関係機関等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの 

イ 市、国、他の地方公共団体等の職員のみを構成員とするもの 

ウ 特定のイベント、行事等の実施を目的とした実行委員会等 

エ その他市長がこの指針の対象とすることが不適当と認めるもの 

 

３ 会議の公開の基準 

審議会等は、通常、少数の委員により運営されていることから、その透明性の向上を図るた

め、市民参加条例第８条第４項の規定により、審議会等の会議を原則公開としている。 

会議を原則公開とすることにより、市民は、審議会等の運営状況と市の政策の内容を確認す

ることができるとともに、審議している検討内容と会議で出された結論までの過程を直接把握

することが可能となり、市との情報の共有が推進されるものである。 

そこで、審議会等の会議を開催するに当たっては、積極的に公開するよう審議会等に求める

ものとする。 

しかし、公正又は円滑な審議が確保されなければ、審議会等の設置本来の目的を達成できな

いおそれがあり、会議という文書とは異なった情報媒体であることから、例外的に市民参加条

例施行規則第１９条の規定により非公開とする会議の統一した基準を具体的に例示する必要が

ある。 

 

⑴ 会議の原則公開 

審議会等は、次に掲げるいずれかの事項に該当する場合を除き、原則として会議を公開

する。 

ア 法令等の定めるところにより会議を公開しないこととされている場合 

イ 会議の審議事項から審議会等の委員、事務局等の職員、関係人等の発言内容に伊勢崎

市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれることが予想される場合又は会議資料に
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非公開情報が記録されている場合 

ウ 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の議事運営に支障が生じ、会議の目

的が達成できないおそれがあると認められる場合 

エ 行政処分の妥当性に関して審議等を行う場合 

オ 苦情、あっせん及び調停に該当する内容を扱う場合 

カ その他会議を公開しないことに相当な理由があると認められる場合 

⑵ 会議の部分公開 

審議会等は、公開と非公開の審議を分割して行うことができると認められるときは、非

公開とする事項に係る部分を除いて当該会議を公開するよう努める。 

 

４ 会議の公開、非公開等の決定 

審議会等は、その公正な運営を確保するため、一般的に独立性をもった存在であるとされて

いるため、審議会等の会議を公開するかどうかという会議運営上の問題は、本指針の公開の基

準に基づき、当該審議会等の長が会議に諮り、決定する。 

 

 

 

５ 公開の方法 

審議会等の会議の公開は、市民への傍聴を認めることにより行うものとし、可能な限りの会

議の情報を市民に公表する。 

 

 

 

６ 会議開催の周知 

会議の公開を実質的なものとするために、会議開催の周知は広く、時期を失しないように行

う必要がある。 

 

 

⑴ 会議の公開、非公開等の決定方法 

審議会等の会議の公開、部分公開又は非公開（以下「公開、非公開等」という。）は、

本指針の基準に基づき、当該審議会等が決定する。 

⑵ 部分公開・非公開理由の公表 

会議を部分公開又は非公開とする決定をした場合は、その理由を公表する。 

会議の公開は、希望する者に傍聴を認めることにより行う。ただし、傍聴による会議の公

開が認められない場合は、議事録を公表することにより行う。 

公開の会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の少なくとも１週間前までに、会

議の開催日時、場所、議題、傍聴人の定員等について広報紙、市ホームページへの掲載、市

民情報コーナーでの閲覧その他適切な方法により公表する。 
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７ 議事録の作成 

審議会等の会議が開催されたときは、市民参加条例施行規則第１２条第１項の規定により、

議事録を作成することとしている。 

各審議会等の議事録の標準化を図るため、原則として、速記により内容の要点のみを記載す

る方法により議事録を作成すること、出席者氏名を記載すること等を議事録の形式の基準とす

る。 

 

 

 

８ 議事録の公表 

審議会等の会議における審議の状況を広く市民へ知らせる機会を提供していくため、公開さ

れた会議の議事録等を市ホームページへの掲載、市民情報コーナーでの閲覧その他適切な方法

により公表する。 

 

 

⑴ 議事録の作成、保存等 

審議会等の事務局は、会議の公開、非公開等の区分にかかわらず、会議終了後、速やか

に議事録を作成し、会議資料とともに保管し、及び保存しておかなければならない。 

⑵ 議事録の形式 

議事録は、原則として、速記により内容の要点のみを記載する方法により作成し、発言

者を特定しない形で要点筆記により簡潔にまとめ、発言の要旨が伝わる程度の内容とし、

次に掲げる事項に留意して作成する。 

ア 議事録は、市民参加条例第施行規則第１２条第１項に規定する様式に、同項各号に掲

げる事項を記載する。 

イ 会議における議事の経過及び発言の要旨を記載するに当たっては、市民に分かりやす

い形式及び表現となるよう配慮する。 

ウ 会議の出席者氏名（委員、事務局職員等）を議事録等に記載する。 

⑶ 議事録の承認手続 

議事録は、会議に出席した委員等の承認を得た上で確定するものとする。 

⑴ 議事録の公表方法 

ア 公開された会議の議事録は、市ホームページへの掲載、市民情報コーナーでの閲覧そ

の他適切な方法により公表する。 

イ 公開されない会議の議事録についても非公開情報を除いた上で公表するよう努める。

⑵ 議事録の非公開理由の公表 

議事録を公表しない場合は、その理由を明らかにする。 

⑶ 議事録の取扱い 

審議会等の長は、議事録等の全部若しくは一部を非公開とするか、又は発言内容を詳細

に記載する方法により議事録を作成するか等について、あらかじめ会議において決定して

おく。 
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９ 委員名簿の公表 

審議会等の委員名簿は、原則公開とする。 

しかし、委員名簿を公開することにより非公開情報に規定するおそれが生じる場合は、審議

会等の設置目的、審議内容等を総合的に勘案し、当該審議会等の長が会議に諮り、委員名簿の

公開、非公開等を決定する。 

 

 

 

 

⑴ 委員名簿の原則公開 

審議会等の委員名簿（氏名、所属・役職等）は原則公開とする。ただし、非公開情報に

該当すると認められるときは、本指針の趣旨に基づき、当該審議会等が公開又は非公開の

決定をする。 

⑵ 委員名簿の公表方法 

審議会等の委員名簿は、市ホームページへの掲載、市民情報コーナーでの閲覧その他適

切な方法により公表する。 

⑶ 委員名簿の非公開理由の公表 

審議会等は、委員名簿を非公開とする決定をした場合は、その理由を公表する。 
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○ 伊勢崎市市民参加条例（抜粋） 

 

 

《前文》 

私たち伊勢崎市民は、先人が努力し育んできた郷土に感謝し、豊かな自然、歴史や文化を活

かしたまちづくりを進めます。 

まちづくりには、市民と市がともに考え、ともに歩み、市民の経験と知恵を市政に反映する

ことが重要となります。 

そのため、私たち伊勢崎市民と市は、情報を分かち合い、信頼関係を築き、協力して地域社

会の発展に取り組むことができる仕組みを確立しなければなりません。 

そこで、「世界に誇れるまち」の実現をめざし、ここに伊勢崎市市民参加条例を定めます。 

（条例の目的） 

第１条 この条例は、市民参加の基本的なことを決めることにより、一層の市民参加を推進し、

伊勢崎市がゆたかで活力あるまちとして発展することを目的とします。 

 

（市の役割） 

第４条 市は、市民参加を進めるため、まちづくりに関する情報を積極的に提供し、市民への

説明責任に努めます。 

２ 市は、市民参加の機会をつくり、市民の意見を市政に反映させるよう努めます。 

３ 市は、市民参加を発展させるため、制度の充実に努めます。 

（市民参加の方法） 

第６条 市民参加の方法は、次のとおりとします。 

⑴ 審議会、協議会や委員会 

⑵ パブリックコメント手続 

⑶ 市民会議 

⑷ 市民対話説明会 

⑸ 市民アンケート 

⑹ その他適切な方法 

（審議会、協議会や委員会） 

第８条 

～    省 略 

３ 

４ 審議会、協議会や委員会は、原則として公開します。 

（非公開とするもの） 

第１４条 市民参加を行う中で、個人情報や公正で円滑に進めることができない内容が含まれ

るときは、非公開とします。 

 

 

参考条文 
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○ 伊勢崎市市民参加条例施行規則（抜粋） 

 

 

（審議会等の会議の公開） 

第１０条 条例第８条第４項の規定による審議会等の会議の公開は、あらかじめ開催日時、開

催場所、議題等を公表して行うものとする。 

（審議会等の会議の記録の作成及び公表） 

第１２条 審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした審議会等の会

議の記録（様式第３号）を作成するものとする。ただし、様式については、会議の種類に応

じて変更できるものとする。 

⑴ 会議の名称 

⑵ 開催日時、開催場所、出席者氏名及び傍聴人数 

⑶ 会議の議題 

⑷ 会議資料の内容 

⑹ その他必要な事項 

２ 公開された審議会等の会議にあっては、作成された会議の記録を公表するものとする。 

（非公開とするもの） 

第１９条 条例第１４条の規定により非公開とする場合は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 法令又は条例の規定により公開しないとされている場合 

⑵ 伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）第７条第１項に規定する非

公開情報が含まれている場合 

⑶ 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合 

⑷ その他正当な理由があると認められる場合 

 

 

 

 

○ 地方自治法 

 

 

第１３８条の４ 

～    省 略 

２ 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自

治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関

を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 

 




